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政治・行政改革委員会（2024年度）
委員長／新芝 宏之・神津 多可思

昨年成立した政治改革関連３法には、政治資金の透明化につながる内容も盛り込まれた。しかし、
なお不透明な「政治とカネ」に対する国民の不信は依然根強い。政治資金の透明化や政党ガバナ
ンスの向上、適正な政治資金のあり方について、新芝宏之・神津多可思両委員長が語った。

>>委員長メッセージ

政治資金の必要性を
国民が判断できるように
まずは徹底的な透明化を追求

徹底した透明化がなされない限り
根本的な問題は解決しない

新芝　昨年12月の政治改革関連３法お
よび改正歳費法の成立により、政策活
動費は廃止され、調査研究広報滞在費
（旧・文書通信交通滞在費）は使途公開
と残額返還が義務付けられるなど、政
治資金の透明化につながる内容が法制
化されました。これらは一定の評価は
できると思いますが、「政治資金の透
明化」が達成されたとは到底言えない
と考えています。
　企業・団体献金についても、仮に禁
止されたとしても、それが根本の問題
なのかという疑問があり、徹底した使
途の透明化がなされない限り、根本的
な問題は解決しないのではないか。こ
うした認識で議論を重ねてきました。
　具体的には資金移動を複雑化させて
いる政治団体の存在や政党交付金のあ
り方、政党法の必要性、そして企業・
団体献金のあり方について検討してき
ました。現在、こうした部分にもよう
やく社会的な注目が集まるようになっ
てきたと感じています。
神津　提言では「政治資金の流れが不
透明で監査も形骸化」「政党交付金の不

適切な使用と受領する政党の役割・責
任の不明確さ」「企業・団体の政治資金
に関する説明責任」の３点を主要な課
題と捉え、これらを解決することでよ
り徹底した透明化を図ることを訴えま
した。
　透明化が進まない背景には、政治に
はどれだけお金が必要なのかがよく分
からないことがあります。歳入と歳出
が不透明では本当に必要な資金なのか
合理的な判断ができず、国民が求めて
いる政治資金の透明化・適正化にはな
りません。資金の使途について、第三
者の目線から検証できる仕組み作りが
必要ではないかと考えています。

民間企業と同等の政治資金監査
検索や名寄せが可能なデータベース

新芝　昨年の法改正では、政治資金収
支報告書のデータベース化、監視機関
である政治資金監視委員会の国会への
設置が盛り込まれました。この２点は
非常に重要な要素なのですが、詳細な
制度設計は今後の議論に委ねられてお
り、実効性を持たなければ、これもま
た言葉だけの改革となります。
　そうならないため、まずは政治資金
の現金授受を完全に禁止した上で、会

計処理は企業同様に複式簿記で行うべ
きでしょう。そうすることで初めて、
管理・検索のできる統一されたデータ
ベースを作成することができ、監査の
適正性を保つことができます。
神津　現在のような不透明な会計のあ
り方では、監査を行うこと自体に困難
を伴います。監査をして適正と判断を
した後に、万一不正な支出が発覚した
場合、監査をした人も責任を問われる
可能性があります。監査を行うにあた
り、政治活動のための費用であるかの
判断基準もない中で妥当性を判断する
リスクが高過ぎるのです。そもそも国
会議員関係だけでも約2,000の政治団体
があり、数の上でも大変な作業です。
政治資金監視委員会が全てチェックす
ることは困難でしょう。
新芝　現在、政治家個人に対する献金
はできません。しかし政治団体には可
能であり、また政治資金団体とは別の
使途公開基準が低い「その他政治団体」
も多数存在します。これも政治資金の
流れを複雑かつ不透明にさせる要因と
なっています。少なくとも同一の国会
議員が複数の政治団体を持つべきでは
ないし、関係する団体を連結決算化す
ることも考えられるでしょう。

  （インタビューは３月17日に実施）
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　そうした整理を行った上で、検索や
議員名や寄付者名などによる「名寄せ」
が可能なデータベースを構築する。資
金の妥当性にまで踏み込んだ監視を行
うには、こうした取り組みが不可避だ
と思います。

政党法による政党のガバナンス向上
交付金の使い残しは国庫に返納

神津　一方、政党は国民の税金を財源
とする政党交付金を受け取っています。
党によって異なりますが、政党本部の
収入総額の約７～８割を占めています。
約315億円もの税金が使われているわ
けで、この透明性についても議論を深
めるべきです。
　そもそも政党という存在については、
法律的な根拠が明確にはありません。
しかし公の器である以上、何のために
存在するのかを明確にし、それに賛同
した党員のミッションを定めていくと
いうのが本来あるべき姿ではないでしょ
うか。政党交付金を受け取る政党には、
こうした公的な役割・責任があるとい
うことを明確化するためにも、政党法
を制定することが必要です。
　政党交付金は全額が支出されている
わけではなく、現状では使い残しを基

金として党が積み立てています。能力
はあるけれども資金が足りない人を議
員として国政参加させる、あるいは政
策立案の調査研究に役立てる。そのよ
うな使われ方をされるべきであるし、
なお使い残しがあれば国庫に返納すべ
きものです。提言では政党法によって、
政党交付金の使用・分配などについて
党則を定めるよう義務付けることを提
案しています。
新芝　こうした政治資金の実態はこれ
まであまり国民に知られていませんで
した。昨今の議論を通じてようやく広
く認知されるようになったこと自体は
大きな進歩だと感じています。

企業はステークホルダーに説明責任
第９次選挙制度審議会などで議論を

新芝　企業・団体献金についても透明
化こそが肝要です。データベース化が
進み政治資金の入りと出がはっきりす
れば、禁止すべきか否かという議論自
体はなくなるはずです。公になれば、
個別の献金の妥当性が問われるように
なるからです。
　そのため、企業側としても自主的に
努力すべきです。政治献金について、
経営会議や取締役会など責任の機関を

決めて所在を明らかにし、ステークホ
ルダーに対する説明責任を果たすとい
うことが非常に重要だと考えます。
神津　透明化が進むことで、企業は献
金の妥当性について株主に説明するこ
とが可能となるでしょう。企業・団体
献金のあり方については、政治家だけ
の議論で結論を導き出すのではなく、
企業あるいは学界など第三者の立場か
らの検証も必要であるため、提言では
速やかに外部有識者からなる「第９次
選挙制度審議会」などを設置して十分
な議論を始めるべきだとしています。
　政治資金の透明化を徹底し、また審
議会などでの議論を進める間はどうし
ても一定の時間が必要です。その間、
企業サイドでもガバナンス、ディスク
ロージャーの仕組みを構築することが
現実的かつあるべき方向性ではないで
しょうか。

政治資金の問題は実に奥が深い
企業人の立場から発信し議論を喚起

新芝　企業・団体献金を禁止すれば問
題が解決するという単純な構図ではな
い、ということは強調しておきたいで
す。どのような形になっても必ず抜け
穴を探し出します。結局、何にどれだ
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け政治資金が必要なのかがはっきり分
からなければ、献金のあるべき姿も分
からないのです。
神津　別の視点で言えば、ならば政治
資金は全て税金で賄うべきか、という
と必ずしも妥当ではないでしょう。国
民のボランタリーな意志や寄付で政党
が形成され、民意を反映した政治を行っ
ていくのが本来的な民主主義のあり方
です。半面、個人献金に偏った形では
個人に利益をもたらす政治家ばかりが
国会に集まり、国の行く末を決めるこ
とになってしまいます。そう考えると、
政治資金の問題は実に奥が深いのです。
さまざまな立場の政治家が存在してよ
いが、資金の透明化に耐えられること
が前提となる、ということではないで
しょうか。
新芝　さまざまな利益の主張がぶつか
りあって、最終的な合意形成がなされ
ていくのが政治というプロセスだと思
います。今までそれが国民の目には見
えにくいブラックボックスの中で行わ
れてきたことが問題だった、と考えま
す。資金面も含めて、まずは全てをテー
ブルの上に開示する。その先に議論が
行われていくということが大切なので
はないでしょうか。
　政治家だけで政治資金の議論をして
いると抜け穴も多数残ってしまい、残
念ながら根本的な解決策の提示にはつ
ながりません。だからこそ企業人の立
場から「開示・透明化が重要だ」と発信
することで議論を喚起し、より良い日
本のあり方に結び付けていきたいと考
えています。
神津　ビジネスの世界に身を投じてい
ると、どうしても政治の世界は縁遠い
ものに感じてしまいがちです。しかし、
場合によっては政治と直面することも
ある民間人の経営者だからこそ、問題
点に気が付いたり、提案したりできる
こともあると思います。今回の提言も、
そのような立場から提示した議論の材
料と言えます。政治に携わる方も含め、
ここをベースに議論して深化させてい
きたいと考えます。

　繰り返される「政治とカネ」にまつわる
不正を根絶して、国民が政治資金の必要性
を判断できるようにするために、抜け道の
ない資金の使途と流れの透明化の徹底と監
視機能の強化が不可避である。
①政治資金の流れの可視化
・�政治資金の現金授受を完全禁止し、資金
の流れを追えるようにする。
・�同一の国会議員が複数の政治団体を持つ
ことを禁止する。
・�データベース管理システムを構築し、名

寄せ、検索、分析を容易にする。
②政治資金の具体的使途・目的の公開
・�全ての支出の具体的な使途・目的を報告
書に記載する。
③民間企業と同等の政治資金監査の実施
・�監査の適正性を保つために政治資金の会
計処理では複式簿記を導入する。
・�政治資金監査では必要性・妥当性を確認
することとし、政治資金監視委員会を有
効に機能させる。

　政党は国民の意見を国会に反映させる「公
的な役割」を担っており、その役割・責任
を明確にすることが重要である。とりわけ
政党交付金を受領している政党は、国民が
納得できる政党交付金の使用、透明性のあ
る政党の体制構築が必要である。
①�政党が公的な役割と責任を果たす仕組みの構築
・�政党法を制定し、政党の自己統治能力を
高める。
・�政党交付金を受け取る政党は「公的な役
割」があること、政治家が起こした不祥
事などに関する政党の責任の果たし方や
その意思決定の方法を含めた政党内部の
機関の権限・機能を政党法に規定する。
②政党交付金の適切な使用
・�政党交付金に関しては、政治家が政策立

案に専念できるよう、党内の適切な分配
を行うための基本方針を党則で定めるこ
とを政党法に規定する。
・�税金であることを鑑み、政党支部が受領
した政党本部からの政党交付金を含め、
使い残しがあれば基金として積み立てる
ことはせず国庫へ返納する旨を政党法に
規定する。
③�政策力・人材力向上への政党交付金の活
用・内部統制状況の公開
・�政策力や人材力への投資、候補者や党役
員の選定プロセスに関する事項について、
党則で定めることを政党法に規定する。
・�また、党則の規定に対する内部統制シス
テムの運用状況が分かる報告書を開示す
ることを政党法に規定する。

企業・団体献金のあり方の検討にあたっ
ては、第９次選挙制度審議会を設置し十分
な検証や議論の上、結論を出すことに加え、
企業・団体側も政治献金の意思決定の適正
性や情報の透明性を向上させることを検討
すべき。

政治家だけでなく個人、企業、団体、さ
らにメディアそれぞれができる努力をし、
企業・団体献金についても全ての国民から
納得感の得られる姿にしていくべき。

一昨年末に発覚した「政治とカネ」の問題
を契機に、昨年６月の通常国会および12月
の臨時国会において、政治改革関連法が改
正された。しかし、これをもって国民の政
治不信が払

ふっしょく

拭され、政治改革が成し遂げら
れたとは言えず、特に政治資金の透明化に
関して、いまだ多くの課題が積み残された
状況にある。

どのような制度を作ったとしても抜け道
ができてしまうことは明らかだが、重要な
ことは透明化であり、それは政治資金の
「入り」はもちろんのこと、「出」(使途)がよ
り重要であると考える。透明化を通じて政
治資金の必要性を国民が判断できるように
し、政治に対する信頼を取り戻すことが重
要である。

Ⅰ  政治資金の使途と流れの可視化・監査の質の向上

Ⅱ  政党法による政党交付金を受け取る政党の役割・責任の明確化

Ⅲ  第９次選挙制度審議会の速やかな設置と企業・団体における
　  自主的な透明性の向上の検討

提言概要（３月11日発表）

政治資金の徹底した透明化を
～国民が信頼できる政治の実現に向けて～

詳しくはコチラ


